
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

　

市
立
の
学
校
へ
の
通
学
は
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
通
学
区
域（
学
区
）の

学
校
に
通
学
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
事
情
が

あ
っ
て
学
区
以
外
の
学
校
へ
通
学
を
希

望
す
る
場
合
に
は
、
保
護
者
の
申
し
立

て
に
よ
り
指
定
学
校
変
更
や
区
域
外
就

学
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�

指
定
学
校
変
更
…
市
内
に
住
む
児
童
・

生
徒
に
対
し
て
、
定
め
ら
れ
た
通
学

区
域（
学
区
）以
外
の
成
田
市
立
小
・

中
学
校
へ
の
通
学
を
認
め
る
制
度

�

区
域
外
就
学
…
市
外
に
住
む
児
童
・

生
徒
に
対
し
て
、
成
田
市
立
小
・
中

学
校
へ
の
通
学
を
認
め
る
制
度

　

新
年
度
か
ら
こ
の
制
度
を
利
用
し
た

い
人
は
、早
め
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

通
学
区
域
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

sosiki/gakum
u/index.htm

l

）で
公

開
し
て
い
ま
す
。

　

冬
季
は
大
気
が
よ
ど
み
、
汚
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
県
お
よ
び
県
内
市
町
村

で
は
、11
月
か
ら
来
年
1
月
ま
で
を「
窒

素
酸
化
物
に
係
る
冬
季
対
策
期
間
」と

し
て
、
大
気
汚
染
物
質
の
一
つ
で
あ
る

窒
素
酸
化
物
の
排
出
削
減
対
策
を
実
施

し
ま
す
。

�

水
曜
日
は
車
の
使
用（
車
で
の
買
い

物
や
マ
イ
カ
ー
通
勤
）は
控
え
ま

し
ょ
う

�

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ（
駐
・

停
車
時
の
エ
ン
ジ
ン
停
止
）に
努
め

ま
し
ょ
う

�
暖
房
温
度
は
控
え
目（
20
℃
）に
し
ま

し
ょ
う

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

が
人
間
ド
ッ
ク
を
利
用
し
た
場
合
に
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
脳
ド
ッ
ク
も
助
成
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
健
康
管
理

に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
＝
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

�

1
年
以
上
継
続
し
て
成
田
市
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
35
歳
以

上
の
人

�

前
回
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
て
か

ら
1
年
以
上
経
過
し
て
い
る
人（
脳

ド
ッ
ク
は
2
年
以
上
）

�

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る

世
帯
の
人

●�

利
用
方
法
＝
指
定
検
査
医
療
機
関
に

予
約
し
た
後
に
、
保
険
証
と
印
鑑

を
持
っ
て
、
保
険
年
金
課
で
手
続
き

を
。
後
日
、
承
認
書
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
持
参
し
て
人
間
ド
ッ
ク
を
受

検
し
て
く
だ
さ
い

●
指
定
検
査
医
療
機
関

成
田
赤
十
字
病
院（
☎
22
‐
2
3
1
1
）

藤
倉
ク
リ
ニ
ッ
ク（
☎
22
‐
1
1
5
8
）

成
田
病
院（
☎
22
‐
1
5
0
0
）

千�

葉
脳
神
経
外
科
病
院（
☎
0
4
3
‐

2
5
0
‐
1
2
2
8
・
脳
ド
ッ
ク
の
み
）

●�

助
成
率
＝
人
間
ド
ッ
ク
の
場
合
は
受

検
費
用
の
70
％
、
脳
ド
ッ
ク
の
場
合

は
一
律
2
万
円

　

な
お
、
検
査
の
種
別
や
費
用
、
項
目

な
ど
は
指
定
検
査
医
療
機
関
や
コ
ー
ス

に
よ
り
多
少
異
な
り
ま
す
。

　

県
で
は
、
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒

音
対
策
特
別
措
置
法
の
規
程
に
基
づ

き
、「
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
」の

変
更
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

●�

日
時
＝
11
月
21
日（
火
）〜
12
月
5
日

（
火
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

●�

場
所
＝
市
地
域
振
興
課（
市
役
所
3

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
総
務
課
、

県
空
港
地
域
振
興
課（
県
庁
本
庁
舎

10
階
）

●�

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
意
見
の

あ
る
人
は
、
11
月
21
日（
火
）〜
12
月

18
日（
月
）に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
提
出
方
法
な
ど

は
縦
覧
場
所
に
掲
示
し
ま
す
）

人
間
ド
ッ
ク
と
脳
ド
ッ
ク
の

費
用
を
助
成

国
民
健
康
保
険

※�

く
わ
し
く
は
学
務
課︵
☎
20
︲
1
5

　

8
1
︶へ
。

車
の
使
用
と
暖
房
は

控
え
め
に

窒
素
酸
化
物
に
係
る
冬
季
対
策

※�

く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

※�

く
わ
し
く
は
各
指
定
検
査
医
療
機

関
ま
た
は
保
険
年
金
課︵
☎
20
︲

1
5
2
6
︶へ
。

変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針

※�

く
わ
し
く
は
市
地
域
振
興
課︵
☎

20
︲
1
5
2
0
︶ま
た
は
県
空
港
地

域
振
興
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲

2
2
6
6
︶へ
。

事
情
に
よ
り
指
定
学
校

変
更
や
区
域
外
就
学
が

小
・
中
学
校
の
通
学
区
域

理　由 指定校変更 区域外就学
地理的条件や通学路の安全を確保する場合 ○ ー
小学校への通学距離がおおむね1.5km以
上で、より近い小学校への通学を希望す
る場合

○ ー

下校後の小学生を祖父母などが養育する
場合 ○ ○

学童保育所に通う場合 ○ ー
住宅の建て替え・購入などに関するもの ○ ○
最終学年（小6、中3）になってからの住所
変更 ○ ○

家庭の事情により住民票の異動が困難で
ある場合 ○ ○

日本語指導などの支援が必要で、支援可
能な学校への入学を希望する場合 ○ ー

児童・生徒の身体的理由によるもの ○ ○
終業式・修了式まで40日未満の場合 ○ ○
いじめなどにより心身の安全が脅かされ
るような場合 ○ ○

市外転居で心身への多大な悪影響が懸念
される場合（一定期間） ー ○

小・中学校へ入学後の市内転居で、転居
前の学校への通学を希望する場合 ○ ー

兄弟姉妹の指定校変更に伴うもの ○ ー
兄弟姉妹の特殊学級就学に伴うもの ○ ー

指定学校変更・区域外就学の要件

広報なりた2006.11.1 12



　

警
察
で
は
、
特
に
重
大
な
犯
罪
を

行
っ
て
逃
走
中
の
指
名
手
配
被
疑
者
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
者

を
逮
捕
す
る
た
め
、
11
月
中
に
全
国
警

察
の
総
力
を
挙
げ
て
追
跡
捜
査
を
行
い

ま
す
。

　

犯
人
を
早
期
に
逮
捕
し
、
事
件
を
解

決
す
る
た
め
、
捜
査
活
動
に
対
す
る
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

指
名
手
配
被
疑
者
の
検
挙
に
ご
協
力
を

　

オ
ウ
ム
真
理
教
特
別
指
名
手
配
被
疑

者
を
は
じ
め
と
す
る
指
名
手
配
被
疑
者

に
よ
く
似
た
人
を
見
掛
け
た
り
、
そ
の

被
疑
者
に
関
す
る
情
報
を
持
っ
て
い
る

人
は
通
報
を

「
事
件
か
な
」と
思
っ
た
ら
1
1
0
番

　

お
か
し
い
な
と
思
っ
た
場
合
や
不
審

な
人
・
車
を
見
掛
け
た
り
し
た
ら
、
深

夜
・
早
朝
を
問
わ
ず
、
迷
わ
ず
1
1
0

番
通
報
を

聞
き
込
み
捜
査
に
ご
協
力
を

　

聞
き
込
み
捜
査
で
捜
査
員
が
お
伺
い

し
た
際
に
は
、
ど
ん
な
さ
さ
い
な
情
報

で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
の
で
、
積
極
的
な

ご
協
力
を

被
害
に
遭
っ
た
と
き
は
必
ず
届
け
出
を

　

犯
人
の
第
2
・
第
3
の
犯
行
を
防

ぎ
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に

も
勇
気
を
出
し
て
警
察
に
届
け
出
を

　

農
業
委
員
は
、
農
業
委
員
会
委
員
選

挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
農
家
の

皆
さ
ん
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
ま

す
。

　

毎
年
1
月
初
旬
に「
登
載
申
請
書
」を

農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
、

選
挙
資
格
の
調
査
を
行
い
ま
す
。　

本

年
度
か
ら
登
載
申
請
書
を
郵
送
で
12
月

下
旬
ご
ろ
に
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
書
い
て
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
で

も
、
申
請
を
し
な
い
と
選
挙
権
お
よ
び

被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●�

登
載
資
格
者
＝
市
内
に
住
所
を
有

し
、
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
人
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
の
業

務
を
営
む
人

�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
の
業

務
を
営
む
人
の
同
居
の
親
族
ま
た

は
配
偶
者
で
、
60
日
以
上
耕
作
に
従

事
し
、
農
業
委
員
会
が
認
め
た
人

�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
の
業

務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
ま
た
は
社
員
で
、
60
日
以
上
耕
作

に
従
事
し
、
農
業
委
員
会
が
認
め
た

人

　

平
成
14
年
1
月
1
日
時
点
で
、
旧
農

業
者
年
金
制
度
の
保
険
料
納
付
済
期
間

と
カ
ラ
期
間
、
お
よ
び
65
歳
ま
で
の
期

間
を
合
計
し
て
20
年
を
満
た
す
人
は
、

特
例
脱
退
一
時
金
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

特
例
脱
退
一
時
金
は
、
納
付
済
総
額

の
8
割
程
度
と
な
っ
て
い
て
、
請
求
期

限
は
平
成
18
年
12
月
31
日
で
す
。

　

こ
の
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
に
は
、
受

給
要
件
を
満
た
し
た
時
点（
老
齢
年
金

の
場
合
は
65
歳
）で
、
年
金
の
請
求
を

行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

特
例
脱
退
一
時
金
の
請
求
は
、
市
農

業
委
員
会
ま
た
は
農
協
で
受
け
付
け
し

ま
す
。

　

な
お
、
年
末
は
休
み
に
な
り
ま
す
の

で
、
で
き
る
だ
け
12
月
上
旬
ま
で
に
手

続
き
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

犬
・
猫
に
よ
る
危
害
・
被
害
が
後
を

絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
県
で
は
11
月
1

日（
水
）〜
30
日（
木
）、県
下
一
斉
に「
動

物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策
強
化
月
間
」

を
実
施
し
ま
す
。
動
物
を
飼
っ
て
い
る

人
は
、
次
の
事
項
を
必
ず
守
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

�

捨
て
犬
・
捨
て
猫
の
禁
止
＝
捨
て

犬
・
捨
て
猫
に
よ
る
苦
情
が
多
く
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
は
家
族

の
一
員
で
す
。
決
し
て
捨
て
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
動
物
を
み
だ
り
に
捨
て

る
と
、「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
」に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

�
犬
・
猫
の
引
き
取
り
＝
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
、
ど
う
し
て
も
飼
え

な
く
な
っ
た
犬
・
猫
は
、
動
物
愛
護

セ
ン
タ
―
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う

方
法
も
あ
り
ま
す

�

避
妊
・
去
勢
の
勧
め
＝
犬
や
猫
を

飼
っ
て
い
る
人
で
、
繁
殖
を
希
望
し

な
い
人
は
、
避
妊
・
去
勢
の
手
術
を

お
勧
め
し
ま
す

�

犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い
＝
犬
の
放

し
飼
い
は
、
人
へ
の
危
害
や
農
作
物

の
被
害
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
犬
の

放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な
い
で
く

だ
さ
い

�

犬
の
こ
う
傷
届
＝
飼
い
犬
が
人
を
か

ん
だ
と
き
は
、
飼
い
主
が
保
健
所
に

届
け
出
を
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す

�

犬
の
散
歩
＝
犬
の
散
歩
は
引
き
綱
を

付
け
て
、
犬
の
急
な
動
き
を
制
御
で

き
る
人
が
行
う
よ
う
に
し
、
排
せ
つ

物
は
飼
い
主
の
責
任
で
必
ず
始
末

し
て
く
だ
さ
い
。
猫
に
つ
い
て
も
他

人
の
敷
地
な
ど
で
排
せ
つ
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い

�

危
険
な
動
物
の
飼
養
許
可
＝
カ
ミ
ツ

キ
ガ
メ
・
ヘ
ビ
・
サ
ル
な
ど
危
険
動

物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
動
物
を
飼

育
す
る
場
合
は
、
保
健
所
長
の
許
可

が
必
要
で
す

飼
い
主
は

マ
ナ
ー
を
守
っ
て

動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策
強
化
月
間

※�

く
わ
し
く
は
印
旛
保
健
所
成
田

支
所︵
☎
26
︲
7
2
3
1
︶ま
た
は

県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー︵
☎
93
︲

5
7
1
1
︶へ
。

請
求
期
限
は

こ
と
し
の
12
月
31
日
ま
で

農
業
者
年
金
特
例
脱
退
一
時
金

※�

く
わ
し
く
は
市
農
業
委
員
会
事
務

局︵
☎
20
︲
1
5
7
3
︶、
ま
た
は

J
A
成
田
市︵
☎
22
︲
6
7
1
5
︶、

J
A
か
と
り
大
栄
支
店︵
☎
73
︲

4
4
1
1
︶、
同
下
総
支
店︵
☎

96
︲
0
0
0
6
︶へ
。

登
載
申
請
書
は

郵
送
で
お
届
け
し
ま
す

農
業
委
員
選
挙

※�

く
わ
し
く
は
市
農
業
委
員
会
事
務

局︵
☎
20
︲
1
5
7
3
︶へ
。

犯
罪
捜
査
に

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

重
大
犯
罪
の
追
跡
捜
査

※�

く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎

27
︲
0
1
1
0
︶ま
た
は
1
1
0
番

へ
。
な
お
、
オ
ウ
ム
真
理
教
特
別

手
配
に
つ
い
て
の
情
報
は
オ
ウ
ム

24
時
間
ダ
イ
ヤ
ル︵

0
1
2
0
︲

0
0
6
0
2
4
︶へ
。
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法
人
お
よ
び
個
人
の
白
色
申
告
者
を

対
象
に
、
平
成
18
年
分
の
年
末
調
整
・

法
定
調
書
お
よ
び
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
青
色
申
告
者
に
は
、
12

月
に
青
色
申
告
決
算
説
明
会
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

●�

日
時
＝
11
月
17
日（
金
）�

①
午
前
10

時
か
ら　

②
午
後
1
時
30
分
か
ら

●
会
場
＝
中
央
公
民
館
講
堂

　

毎
週
火
曜
日（
祝
日
、
年
末
年
始
は

除
く
）は
、
市
民
課
、
下
総
・
大
栄
支

所
住
民
課
窓
口
の
受
付
時
間
を
午
後
7

時
ま
で
延
長（
試
行
）し
て
い
ま
す
。

　

取
り
扱
う
業
務
は
次
の
と
お
り
で
す

の
で
、
内
容
を
確
認
し
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

●�

取
り
扱
う
業
務
＝
住
民
票
、
住
所
証

明
、
年
金
受
給
者
現
況
届
証
明
書
、

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
印
鑑
登

録
証
明
書
、
身
分
証
明
書
、
戸
籍
謄

本
・
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
、
戸
籍
記

載
事
項
証
明
書
、
外
国
人
登
録
原
票

記
載
事
項
証
明
書
の
発
行

　

印
鑑
登
録
の
申
請
、
転
入
・
転
出
・

転
居
な
ど
の
住
民
異
動
届
は
取
り
扱
い

ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
民
課
赤
坂
・
遠
山

分
室
で
は
、
延
長
業
務
を
行
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

交
通
事
故
や
詐
欺
、
脅
し
な
ど
の
犯

罪
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴

え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴

し
て
く
れ
な
い
。

　

検
察
審
査
会
制
度
と
は
、
こ
の
よ
う

な
不
起
訴
処
分
に
不
服
の
あ
る
人
の
申

し
立
て
を
受
け
、
事
件
を
調
べ
直
し
検

察
官
の
処
分
の
善
し
あ
し
を
審
査
す
る

制
度
で
す
。
相
談
や
申
し
立
て
に
つ
い

て
の
費
用
は
一
切
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
人
名
簿
の
中

か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
も

い
つ
か
審
査
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
審
査
員
に
選
ば

れ
た
と
き
は
、
市
民
の
代
表
と
し
て
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
司

法
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
人
な

ど
は
、
審
査
員
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
審
査
員

候
補
者
を
選
定
す
る
た
め
に
、
予
定
者

と
な
っ
た
人
に
職
業
な
ど
の
調
査
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
該
当
者
に
は
11

月
上
旬
に
調
査
表
を
送
り
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
自
然
環
境
や
生
活
環
境
の

保
全
、
災
害
の
未
然
防
止
、
住
民
の
健

康
で
安
全
・
快
適
な
生
活
の
確
保
を
目

的
に「
成
田
市
土
地
の
埋
立
て
等
及
び

土
砂
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」を
定

め
、
土
砂
の
埋
め
立
て
・
盛
り
土
・
た

い
積
行
為
お
よ
び
こ
れ
ら
に
使
用
さ
れ

る
土
砂
な
ど
の
土
質
に
つ
い
て
必
要
な

規
制
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
よ
り
、
市
内
で
5
0
0

㎡
以
上
の
埋
め
立
て（
一
時
た
い
積
を

含
む
）を
行
う
場
合
は
、
条
例
の
定
め

る
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

環
境
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
は
、

面
積
を
問
わ
ず
埋
め
立
て
に
利
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

法
人
と
個
人
の

白
色
申
告
者
を
対
象
に

年
末
調
整
な
ど
の
説
明
会

※�

く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
法
人
課

税
第
二
部
門︵
☎
28
︲
5
1
5
1
︶

ま
た
は
市
税
務
課︵
☎
20
︲
1
5
1

　

3
︶へ
。

火
曜
日
は
午
後
7
時
ま
で

延
長
し
て
い
ま
す

市
民
課
・
支
所
住
民
課
の
窓
口

※�

く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲
1
5

　

�

2
5
︶、
下
総
支
所
住
民
課︵
☎

96
︲
1
1
1
5
︶、
大
栄
支
所
住

民
課︵
☎
73
︲
8
0
6
6
︶へ
。

不
起
訴
処
分
に

不
服
の
あ
る
人
の
た
め
に

検
察
審
査
会

※�

く
わ
し
く
は
千
葉
検
察
審
査
会
事

務
局︵
千
葉
地
方
裁
判
所
内
・
☎

0
4
3
︲
2
2
2
︲
0
1
6
5
︶へ
。

残
土
条
例
が

適
用
さ
れ
ま
す

土
砂
の
埋
立
て

※�

く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

作業日 予定地区 予定時間
11月6日（月）並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区 午後11時

～

翌午前5時
11月7日（火）並木町（沢山）地区
11月8日（水）飯田町地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご
了承ください。なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置
をお願いします。

11月の水道水の排水作業日程

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
回
収
に
ご
協
力
を

※ 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
各
地
域
リ
サ
イ
ク
ル
団
体
お
よ
び
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
店
頭
回
収
協
力
店
へ（
下
総
・
大
栄
地
区
は
収
集
日
に
集
積
所

へ
出
し
て
く
だ
さ
い
）。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎
20
‐

1
5
3
0
）へ
。
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